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秋田県知事表彰

有功章

三浦泰昭、荒川正則、田中勉、安田拾、石井幸一

永年勤続功労章（40年勤続） 清水三千男

35年永年勤続章 平賀馨、金子忠夫

30年永年勤続章 佐藤好孝、近藤正一

25年永年勤続章

成田稔春、児玉校也、嶋田善四、池内潜、三浦弘美、

石井三千雄、石川孝則、伊藤康政、三浦真一、神田

日出夫、近藤茂雄、近藤修一、岡良悦

20年永年勤続章

及位公英、今野金一郎、大山菊光、腰丸正巳、伊東

徹、児玉孝徳、近藤克彦、工藤清勝、三浦竹茂

秋田県消防協会能代市山本郡支部長表彰

７年勤続章

児玉均、田中進、石田雅実、畠山勝幸、國柄清樹、

工藤勝、近藤晃、池内和人、加賀谷学、信太悟、山

崎守、佐々木宏、近藤竜太郎、近藤信一

三種町長表彰

５年勤続表彰
桧森新、牧野貴人、田中明浩、近藤宏幸、牧野和人、

伊藤清貴、菊地博英、小玉正人、鎌田暢智、斉藤秀

一、児玉高幸、三浦進、渡辺学、堀井英人、高橋勇

輝、田中靖、近藤淳一、近藤勉志、北林隆浩、岡 宰

優良警火団表彰（感謝状）

湖北小学校少年少女防火クラブ、浜口小学校少年少

女防火クラブ、鹿渡小学校牡丹地区児童会少年夜警

団、鯉川小学校浜南子供会少年夜警団、上岩川小学

校第２支部子供会少年夜警団、木戸沢子ども警火団、

豊岡下地区子供会、長面子ども警火団

無火災分団表彰（平成18年）
八竜第１分団（２年３カ月）、八竜第２分団（１年

11カ月）、八竜第３分団（１年２カ月）、八竜第５分

団（１年８カ月）、八竜第６分団（２年５カ月）、八

竜第８分団（９年９カ月）、琴丘第２分団（９年５カ

月）、琴丘第４分団（11年１カ月）、琴丘第５分団

（13年９カ月）、琴丘第６分団（15年０カ月）、琴丘

第７分団（５年８カ月）、琴丘第８分団（３年０カ月）、

琴丘第９分団（２年11カ月）、琴丘第10分団（２年

０カ月）、山本第１分団（１年１カ月）、山本第２分

団（１年８カ月）、山本第３分団（１年９カ月）、山

本第５分団（18年９カ月）、山本第６分団（１年８

カ月）、山本第８分団（３年３カ月）

▲永年の功績をたたえて

秋田県消防協会長表彰

10年勤続章
石井秀人、田森守、伊東優末、檜森智、大村正樹、

荒川優悦、牧野英徳、児玉金成、工藤秀易、真壁謙

悦、嶋田博光、渡辺岩男、信太賢一、高橋文幸、田

川博行、高松正、田村信悦、山田常幸、板倉輝幸、

北林俊彦、近藤義友

無火災の誓い新たに 無火災の誓い新たに 

三種町消防団出初式 三種町消防団出初式 
１月4日、平成19年三種町消防団出初式が

行われました。旧三町の消防団が統合して初

めてとなる今回の出初式には、約400人の団

員が参加しました。この日はまず、八竜・琴

丘・山本の各支団ごとに地元神社で今年１年

の無火災を祈願し、八竜・琴丘支団ではパレ

ードを、山本支団では分列行進を行い、消防

人の心意気を地域のみなさんに示しました。

その後、一同は琴丘総合体育館駐車場に集合

し、支団ごとに一糸乱れぬ隊列を組み、佐藤

亮一町長、石井喜美彦団長らの観閲を受けました。引き続き体育館内に会場を移し式典に臨み、式典では、これまで

の消防活動などに対して表彰が行われたほか、佐藤町長の式辞に続いて訓示に立った石井団長は「今年こそ、団の悲

願である無火災の達成に向け、一致団結して防火活動に取り組もう」などと呼びかけました。出席した団員は、統合

後の団結を深めるとともに、地域の防災を新たに誓い合いました。主な受賞者は次のとおりです。

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼

▼
▼

▼
▼
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平成19年度分 平成19年度分 町県民税申告・所得税納税相談日程表 町県民税申告・所得税納税相談日程表 町県民税申告・所得税納税相談日程表 

八　竜　地　域 山　本　地　域 琴　丘　地　域 
区　分 

会　場 対象地区 会　場 対象地区 会　場 対象地区 

せいぶ館 大谷地・追泊・芦崎 すい ら んの館 
小町・中野・宮の目・ 
谷地ノ沢 

火 2 月 6 日 

せいぶ館 大谷地・追泊・芦崎 すい ら んの館 外の沢・不動田 水 2 月 7 日 

せいぶ館 大谷地・追泊・芦崎 すい ら んの館 長面 木 2 月 8 日 

すい ら んの館 達子・館の下 パレス琴丘 
市野・種沢・小谷沢・ 
川代・内鯉川 

金 2 月 9 日 

すい ら んの館 向達子・蛭沢・増沢 パレス琴丘 天瀬川・浜鯉川 火 2 月 1 3 日 

浜口公民館 釜谷・大口 パレス琴丘 
小新沢 ・ 羽立 ・ 上新屋敷 ・ 
勝平 

水 2 月 1 4 日 

浜口公民館 釜谷・大口 パレス琴丘 
柏木岱・小出・小又口・ 
落合・塚ノ岱 

木 2 月 1 5 日 

浜口公民館 釜谷・大口 パレス琴丘 
入通・増浦・神馬沢・ 
鰄渕・砂子沢・二本杉 

金 2 月 1 6 日 

浜口公民館 浜田 金陵の館 外岡・割道・志戸橋野 月 2 月 1 9 日 

浜口公民館 浜田 金陵の館 志戸橋 火 2 月 2 0 日 

金陵の館 豊岡 パレス琴丘 泉沢・長信田・牡丹 水 2 月 2 1 日 

金陵の館 豊岡・根岸・金光寺野 パレス琴丘 新屋敷 木 2 月 2 2 日 

金陵の館 
藤木台・中嶋・黒瀬・ 
逆川 

パレス琴丘 
高屋敷・中村・羽根川・ 
千刈田 

金 2 月 2 3 日 

鵜川公民館 安戸六・川尻・久米岡 金陵の館 羽立・新田・金光寺 月 2 月 2 6 日 

鵜川公民館 安戸六・川尻・久米岡 パレス琴丘 深浜・新町 火 2 月 2 7 日 

鵜川公民館 
冨岡・鵜の巣・十八坂・ 
餅の沢・飯塚 

パレス琴丘 
館村・八幡越・猿田・ 
川藤 

水 2 月 2 8 日 

鵜川公民館 鵜川 パレス琴丘 
中沢・東二本柳・ 
２次・３次ゆうタウン 

木 3 月 1 日 

鵜川公民館 鵜川 パレス琴丘 山谷 金 3 月 2 日 

八竜農村環境 
改善センター 

大曲・萱刈沢 
山本農村環境 
改善センター 

槻田・和田 月 3 月 5 日 

八竜農村環境 
改善センター 

大曲・萱刈沢 
山本農村環境 
改善センター 

泉八日・昼寝・横長根 火 3 月 6 日 

山本農村環境 
改善センター 

温泉・木戸沢・上台・ 
石倉沢・山口 

パレス琴丘 鹿南 水 3 月 7 日 

山本農村環境 
改善センター 

二ツ森・牛沢・林崎 パレス琴丘 鹿中 木 3 月 8 日 

山本農村環境 
改善センター 

林崎 パレス琴丘 鹿北 金 3 月 9 日 

全　地　域（対象地区で申告できなかった方） 　　八竜農村環境改善センター 日 3 月 1 1 日 

八竜農村環境 
改善センター 

全地域（対象地区で申告 
できなかった方） 

山本農村環境 
改善センター 

寒城・飛塚・中沢・大町 月 3 月 1 2 日 

山本農村環境 
改善センター 

大町 パレス琴丘 
全地域（対象地区で申告 
できなかった方） 

火 3 月 1 3 日 

山本農村環境 
改善センター 

全地域（対象地区で申告 
できなかった方） 

パレス琴丘 
全地域（対象地区で申告 
できなかった方） 

水 3 月 1 4 日 

全　地　域（対象地区で申告できなかった方） 　　八竜農村環境改善センター 木 3 月 1 5 日 

受付時間　午前９時30分～午後３時30分まで
◆ご自分の対象地区の日に都合が悪い方は、他の地区の申告日でも申告できます。（旧町のどこの会場でもできます）
◆各総合支所では申告相談を行っておりませんので、ご用のある方はいずれかの会場へお越しください。
◆申告が必要な方で申告書がない方は、直接会場へお越しください。
◆事前に申告書が送付された方でも、収入がない場合は申告書を提出する必要はありません。

◆問い合わせ先　税務課賦課係　TEL0185－85－4828



その他のファウル

制限区域 

スリーポイントライン 
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センターライン エンドライン（15ｍ） サイドライン28ｍ 

24秒以内 

8秒以内 

バックコート フロントコート 

シュート 

バスケットボール観戦ガイド②

★ダブルドリブル

ドリブルを一度とめたあと、再びドリブルをする

こと。または両手でボールをつくこと。
相手チームの制限区域内

に３秒を超えてとどまって

はいけません。

※ラインも含

まれます。

★トラヴェリング
ドリブルをせずに、ボールをもったまま３歩以上

歩くこと。

今月号では、反則（ファウル）を中心にバスケットボール特有のルールをお知らせします。

ヴァイオレーション（選手のミス）

★5 秒 ル ー ル
次の場合、５秒を超えてはいけません。

・サイドライン、エンドラインからのスロー・イン（コート外

からコート内にボールを入れる）のとき。

・フリースローのとき、審判からボールを渡されてからシュートを打つまで。

・ディフェンス（守備側）が近接して防御し、パスやドリブルができなかっ

たとき。

★8秒・24秒ルール

・ボールを保持したチームは、８秒以内にボールを

バックコート（守備側）からフロントコート（攻撃

側）に運ばなくてはなりません。（センターライン

を基準）

・ボールを保持したときから数えて、24秒以内にシュ

ート（リングに触れる）を打たなければなりません。

★3 秒 ル ー ル

規則の精神と目的を逸脱し、ボールに正当に
プレイしていないと審判が判断したプレイヤー
のパーソナルファウル。

協力とフェアプレイの精神を著しく、または
繰り返して犯す場合。

※2回目で退場となります。

パーソナルファウルで特に悪質なもの、はな
はだしくスポーツマンらしくないファウル。

※１回で退場となります。

★アンスポーツマンライク・ファウル チームが一度フロントコートにボールを進めたら、その

ボールを再びバックコートに返してはいけません。

※バックコートに返した場合は、相手チームボールとなります。

★バックパスルール

★テクニカル・ファウル

★ディスクォリファイング・ファウル

攻める方向 

フロントコート バックコート 

相手チームが、近くのサイドラインまたはエンドラインからスロー・インを行う。ヴァイオレーション時の処置
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◆問い合わせ先　国体推進室　TEL 0185－87－3051

手や体で相手を無理に押したり、押して動かそうとすること。

相手を押さえたりつかんだりして、行動の自由を妨げること。

守備側の選手が体を使って相手の進行を不当に妨げること。

攻撃側の選手が無理に進行して相手の胴体に突き当たること。

※ブロッキングかチャージングかという判断は

すごく難しく、先に動き出したのはどちらか

ということなどにより判断されます。

手を使って触れ合いを起こし、相手の動きを妨

げること。

★プ ッ シ ン グ

パーソナルファウル（体の触れあい、またはスポーツマンらしくない行為）

★ホールディング

★ブ ロ ッ キ ン グ

★チ ャ ー ジ ン グ

★イリーガル・ユース・オブ・ハンズ

パーソナルファウル時の処置

「シュートの動作中でないプレイヤーがファウルされたとき」
相手チームが、近くのサイドラインまたはエンドラインからスロー・インを行います。
※チームのファウルが各ピリオド4回を超えると、相手チームに2個のフリースローが与えられます。

「シュートの動作中にプレイヤーがファウルされたとき」
・・シュートが成功 ……………………………得点を認め、さらに1個のフリースローが与えられます。

・・スリーポイントラインの内側からのシュートが不成功
……………………………2個のフリースローが与えられます。

・・スリーポイントエリアからのシュートが不成功
……………………………3個のフリースローが与えられます。

シュートしたボールが最高点から落下しはじめてからリング

より高いところにある間は、そのボールに触れてはいけません。

※触った場合は、シュートした時の位置の得点（２点もしくは３点）

が与えられます。

★ゴール・テンディング

※１人のプレイヤーが5回ファウルをした場合は退場となります。

◆最後のフリースローが成功したとき

は、どちらのチームにもタイムアウ

トや交代が認められることになりま

した。

◆第４ピリオドの最後の２分間及び延

長の最後の２分間に、バックコート

からスローインするチームがタイム

アウトをとったときは、センターラ

インからのスロー・インで再開する

ことになりました。

－●

－●

－●

－●

－●

－●

－●

－●

－●

－●

－●

－●

新ルール（主なもの）（主なもの） 新ルール（主なもの） 

シュート 

最高点 

リング上にあるボール 
を触ってもだめです！ 
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◆問い合わせ先　秋田農政事務所地域第一課
TEL 0185ー58ー2311

品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策、農地・水・環境

保全向上対策に係る交付金等について、平成19年度から新しい課税

の特例措置が認められます。この特例措置により、品目横断的経営

安定対策の交付金等を受領した担い手の方が、この交付金等を経営

発展のための準備金として積み立てた場合、その積立分について必

要経費（損金）に算入することができます。また、積み立てた準備

金を取り崩して、農業用固定資産（農用地・農業用機械等）を取得

した場合、圧縮記帳（圧縮額を損金に算入）することができます。

交付金等を受領する方で、上記の税制特例を受けようと思う担い手

の方は、次のような税務上の手続きが必要になります。

※担い手とは、認定農業者と一定の集落営農組織を指します。

①平成20年の確定申告（平成19年分の所得）は、青色申告で

行うことが必要です。このため、平成19年３月15日まで
に「青色申告承認申請書」を最寄りの税務署に提出する必
要があります。

②その際、平成19年１月以降の事業について、所定の帳簿で

記帳する必要があります。

【対象農業者】

「意欲と能力のある担い手」
認定農業者（4ha以上）

特定農業団体等（20ha以上）

※経営規模要件には、中山間

地域の地域特例や所得水準の

所得特例等がありますので、

関係機関にご相談ください。

【対象農産物】

生産条件不利補正対策

（麦・大豆）

収入減少影響緩和対策

（米・麦・大豆）

【加入手続き】

米・大豆作付者

平成19年4月1日～6月30日

◆問い合わせ先
秋田農政事務所地域第一課
TEL 0185ー58ー2311

◆問い合わせ先　山本地域振興局県税課課税班　TEL 0185ー52ー6201

交　　付 交付申請受付 区　分 

３月８日 （ 木 ）   
13 ： 30 ～ 15 ： 00 

２月８日 （ 木 ）   
10 ： 00 ～ 11 ： 30  
13 ： 00 ～ 15 ： 00 

日時 琴 
丘 
地 
域 

琴丘総合支所 琴丘総合支所 場所 

３月２日 （ 金 ） 
10 ： 00 ～ 11 ： 30 

２月 13 日 （ 火 ）   
  9 ： 30 ～ 11 ： 30 
13 ： 00 ～ 15 ： 30 

日時 八 
竜 
地 
域 八竜農村環境 

改善センター 
八竜農村環境 
改善センター 

場所 

３月２日 （ 金 ）   
13 ： 30 ～ 15 ： 00 

２月 20 日 （ 火 ）   
  9 ： 30 ～ 11 ： 30  
13 ： 00 ～ 16 ： 00 

日時 山 
本 
地 
域 山本農村環境 

改善センター 
山本農村環境 
改善センター 

場所 

未 

使 

用 

の 

免 

税 

証 

免 
税 
軽 
油 
の 
引 
取 
り 
に 
係 
る 
報 
告 
書 

使 
用 
者 
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○ ○ ○ ○ 新 規 申 請 者 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者証の交付年が 
平成 18 年のもの 

機械に 
変更の 
ない場合 

継 
続 
申 
請 
者 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者証の交付年が 
平成 17 年以前のもの 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者証の交付年が 
平成 18 年のもの 

機械に 
変更の 
ある場合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者証の交付年が 

平成 17 年以前のもの 

● 日　程 ● 必要書類一覧表 

新しい税制の特例措置に関するお知らせ
農業の担い手に対する

品目横断的経営安定対策の 
加入手続きが始まります 

農業用軽油の免税証申請受付及び交付について
山本地域振興局県税課では、農業用機械に使う軽油の免税証の交付手続きを次のとおり行います。交

付を希望する方は、必要書類を準備のうえ、該当する受付日に申請してください。なお、例年、午前中

は混み合いますので、午後でも差し支えない方は、できれば午後に申請してくださるようお願いします。

平成19年 平成19年 



町営住宅入居者募集のお知らせ 町営住宅入居者募集のお知らせ 

学校事務の非常勤職員を募集します！ 学校事務の非常勤職員を募集します！ 学校事務の非常勤職員を募集します！ 

7

秋田県教育委員会では、三種町琴丘地域の学校事務を４月からセンター化方式に移行するため、

琴丘地域の小学校に勤務する非常勤職員を次のとおり募集します。

●職　　種 鹿渡小学校、鯉川小学校、上岩川小学

校に勤務し、学校事務を担当

●身　　分 秋田県教育委員会非常勤職員
（三種町と身分を併有）

●雇用期間 平成19年4月1日～平成20年3月31日

●賃　　金 月額124,100円、通勤手当あり

●勤務時間 原則として週5日
（1日6時間・週合計30時間）

●加入保険 社会保険に加入

●募集対象 三種町に住所を有し、現に在住する18

歳以上50歳以下（平成19年4月1日現

在）の方。普通自動車免許を所有し、

パソコン操作ができる方。性別不問。

●募集人員 3人

●申込期間 平成19年2月1日（木）～2月15日（木）必着

●申込方法 申込書・健康診断書（指定用紙）を提出

●試　　験 面接及び作文（指示されたテーマ）

●試験日時 平成19年2月20日（火）

・受付　午前10時～10時30分

・試験　午前10時45分～

・面接　午後１時～

●試験会場 パレス琴丘（鹿渡駅前）

●採用内定 平成19年2月26日までに本人に通知

◆申込用紙請求・問い合わせ及び申込先
〒018ｰ2104 三種町鹿渡字東二本柳29-3
教育委員会事務局総務係（琴丘総合支所3F）

TEL0185ー87ー2115
八竜教育振興室（八竜農村環境改善センター）

TEL0185ー85ー2177
琴丘教育振興室（琴丘公民館）TEL0185ー87ー3232
山本教育振興室（山本公民館）TEL0185ー83ー2354

(1) 入居の申し込みした日において収入基準内であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 町税等を滞納していない者であること。

(4) 原則として現に同居し、または同居しようとする親族

があること。

※町外の方でも入居可能です。

平成19年4月1日

入居申込書に添付書類を添えて、建設課もしくは各総合

支所地域整備課へ提出してください。入居申込書は建設課

及び各総合支所地域整備課に備え付けてあります。

平成19年2月7日（水）～2月21日（水）

午前8時30分～午後5時15分まで（期限厳守）

※ただし、土・日・祝日は受け付けしません。

●入居予定日

●入居者の資格

●申 込 方 法

●申 込 期 間

▲東二本柳住宅 ▲川尻住宅
（八幡越住宅も同タイプ）

申込者の入居資格、住宅困窮度合いの実情を調

査し、公開抽選（3月上旬予定）により入居者を

決定します。

●選 考 方 法

◆申し込み・問い合わせ先
建 設 課 管 理 係 TEL0185ー72ー1531
各総合支所地域整備課 八竜 TEL0185ー85ー4823

琴丘 TEL0185ー87ー3054
山本 TEL0185ー83ー4585

※今回の募集中に上記以外で空家が発生した場合、今回の応募者の中から入居者を決定する場合があります。

敷　金 
予定家賃 

（裁量階層除く） 
募集戸数（完成年） 

構造及び間取り 
（住戸専用面積） 

所　在　地 
住　宅　名 
（ 地 域 名 ） 

入居時家賃の 
３カ月分 

12,100 円　　 
　　～ 20,000 円 

１　戸 
（ Ｓ 57 年完成） 

木造平屋建３ Ｋ 
（58.2㎡） 

三種町鹿渡字 
東二本柳 45ｰ12 

東二本柳住宅 
（琴丘地域） 

入居時家賃の 
３カ月分 

31,100 円　　 
　　～ 51,300 円 

６　戸 
（ Ｈ 19 年 3 月末完成予定） 

木造２階建３ Ｌ Ｄ Ｋ 
（79.6㎡） 

三種町鹿渡字 
八幡越 114ｰ14  

八 幡 越 住 宅 
（琴丘地域） 

入居時家賃の 
３カ月分 

23,700 円　　 
　　～ 39,200 円 

４　戸 
（ Ｈ 19 年 2 月中旬完成予定） 

木造２階建３ Ｌ Ｄ Ｋ 
（79.6㎡） 

三種町川尻字 
熊屋敷 130ｰ39 

川 尻 住 宅 
（八竜地域） 

● 募集住宅の概要 
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保険料の納め忘れはありませんか？年金だより 

保険料の納付は、将来の給付につながる大変重要なものです。納め忘れたままにしておくと、いざと

いう時の「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられない場合があります。また、未納期間が多く

なると、老後の所得の柱となる「老齢基礎年金」が受けられなくなったり、年金額が少なくなります。

ご自身の将来のためにも、安定した年金制度を次の世代に引き継ぐためにも、納め忘れがないよう注意

しましょう。納め忘れをなくす方法として、預貯金口座から自動引き落としになる「口座振替」や、ま
とめて納付することにより保険料が割り引きになる「前納」をお勧めします。

年金受給者のみなさんの手続きの簡素化を進めるため、住民基本台帳ネットワークシステムを活用し

た現況確認を実施しています。このため、毎年誕生月に提出の必要があった「年金受給権者現況届」が
省略できることになります。
ただし、次に該当する方は、今後も現況届の提出が必要になります。

◆外国籍（外国人登録）の方　◆外国に居住している方

◆社会保険庁で保有している本人基本情報（氏名、性別、生年月日、住所）と住民基本台帳ネット

ワークの情報が相違しており、住民票コードを確認できない方等

～加給年金額対象者の生計維持確認や診断書等の提出は引き続き必要になります～

住民基本台帳ネットワークでは、引き続き加給年金額を受けられるかどうかの生計維持確認がとれな

いため、生計維持の確認が必要な方については、社会保険庁より送付される「生計維持確認届」の提出

が必要になります。また、障害年金を受給している方で、診断書の提出が必要な場合は、同じく社会保

険庁より送付される「障害状態確認届（障害の程度を確認する医師の診断書）」の提出が必要になりま

す。届け出がない場合、年金の支払いが止まることもありますのでご注意ください。

◆問い合わせ先　秋田社会保険事務所　　　　　TEL 018ー865ー2390
いきいき健康課国保年金係　　TEL 0185ー85ー2137

国民年金保険料の納め忘れはありませんか？

住民基本台帳ネットワークを活用した
年金受給者の現況確認を実施しています

所得税法施行令により、65歳以上の者で一定の基準以上

の障害があり、町長の認定を受けた場合には、障害者控除

の対象となります。

身体障害者手帳等を交付された以外の方で、この障害者

控除の適用を受ける場合は、町県民税申告・所得税納税相

談前に町に申請をして認定を受ける必要がありますので申

請してください。

なお、介護保険における要介護認定を受け、対象となる

方に対しては、あらかじめ申請書等の必要な用紙を送付し

てありますので、忘れずに認定を受けるようお勧めします。

※町県民税申告・所得税納税相談の日程は3Ｐに掲載

◆申請・問い合わせ先
いきいき健康課福祉係　　　TEL 0185－85－2190
いきいき健康課介護支援係　TEL 0185－85－2247

介護を行っている家族の慰労として、

年額10万円が支給されます。

以下の家族が対象となりますので、該

当する家族はご連絡ください。

●対象者
要介護４・５の認定を受け、過去１年

間に介護保険サービスを受けなかった

在宅の高齢者（町民税非課税世帯に属

する）を現に介護している家族

●期　限 平成19年3月2日（金）

平成18年度家族介護慰労金
の支給について

◆連絡・問い合わせ先
いきいき健康課地域包括支援センター

TEL 0185－85－2247

老齢者の障害者控除対象認定に
関するお知らせ



これまでの 
更生保護活動に感謝 
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このほど、教育委員会八竜教育振興室では、財団法人自治総合セ

ンターが行っている「平成18年度一般コミュニティ助成事業」で

和太鼓を購入しました。この助成は、同センターがコミュニティの

健全な発展と宝くじの普及、広報を図ることをねらいとして行って

いるもので、助成金額は250万円となっています。

今回購入した和太鼓は、長胴太鼓（１尺４寸）と祭礼用附締太鼓

（三丁掛ボルト）それぞれ５台です。貸出できるように、台、ケー

スも購入しました。自治会をはじ

め、各種団体で、地域自治の振興

や各種団体の活性化に活用される

ことを願っています。なお、指導

者の派遣も相談に応じますので、

ご連絡をお願いします。

◆問い合わせ先　八竜教育振興室　TEL 0185－85－2177

▲みなさんで有効活用してください

交通災害・不慮の災害共済制度は、県民が助け合

い、災害にあった方々を救済する制度です。セット

で加入すれば、交通事故や作業中の事故はもちろん

のこと、スポーツや自然災害によって負傷した場合

でも共済金を受け取ることができます。どなたでも

加入できますので、ご家族そろって加入しましょう。

★交通災害共済　掛金年額400円

道路上で自動車、バイク、自転車等に乗ってい

て衝突、接触、転倒した事故や、歩行中にはねら

れたり引かれた場合など。

［死亡］100万円　［後遺障害］50～100万円
［障害治療］入院1日2,000円、通院1日800円

★不慮の災害共済　掛金年額600円

道路以外での自動車等による事故、作業事故、

スポーツ・レクリエーション中の事故、災害時

（地震、火災、台風等）の事故など。

［死亡］60万円　［後遺障害］30～60万円
［障害治療］入院のみ1日1,100円
※詳しくは配布された小冊子をご覧ください。

◆問い合わせ先
町民生活課消防防災係　TEL 0185－85－4833
各総合支所地域生活課戸籍町民係

八竜　TEL 0185－85－4825
琴丘　TEL 0185－87－2109
山本　TEL 0185－83－2115

一般廃棄物委託業務の 
参 加 申 込 について 

一般廃棄物委託業務の 
参 加 申 込 について 
一般廃棄物委託業務の 
参 加 申 込 について 交通災害・不慮の災害共済 

入って安心　 

一般廃棄物委託業務の 
参 加 申 込 について 

！ 

ごみ収集・運搬業務については、平成19年5月か

ら新たに参加業者等を募り、事業を展開していくこ

とになりましたので、参加を希望される方は次の事

項によりお申込ください。なお、不明な点がありま

したら町民生活課までご連絡ください。

■ 業　務　名
三種町一般廃棄物収集及び運搬業務

（業務範囲は旧町単位とする）

■ 参 加 資 格
・町内に住所を有する個人または法人

（代表者が町内に住所を有すること）

・町税などを完納していること

・業務開始までに確実に機械器具を準備できる者

■ 提 出 書 類
・参加資格審査申請書 ・納税証明書 ・使用印鑑届

・営業用機械器具（購入予定を含む）の名称、種類、

能力等がわかる資料等

■ 提　出　先
・町民生活課もしくは各総合支所地域生活課

■ 受 付 期 限
・平成19年３月16日まで

※提出書類は町民生活課及び各総合支所地域生活課
にあります。

◆問い合わせ先
町民生活課環境衛生係　TEL 0185－85－4833

平成18年11月29日、秋田市文化

会館で第39回秋田県更生保護研修

大会が開催されました。このなかで、

長年更生保護に尽力された保護司の

みなさんが表彰されました。本町関

係者は次のとおりです。

◎法務大臣表彰

寺沢　　了さん（十八坂）

◎全国保護司連盟会長表彰

平川　薫子さん（釜　谷）

各種団体で活用を！
宝くじの助成で和太鼓を購入
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舞いあがる炎に無病息災を願う
浜田大どんど焼き

１月14日、浜田地区の浜田農村公園で、正月のし
め飾りなどの縁起物を燃やして無病息災などを願う
「大どんど焼き」が行われ、周辺地区の住民など約
250人が参加しました。
高さ３メートルほどに組み上げた竹のやぐらの中

に、住民らが持ち寄ったしめ飾りなどを納めて神事を
行った後、やぐらに点火。勢いよく燃え上がる炎に参
加者は手を合わせ、１年間の無病息災や家内安全など
を願いました。
また、この日は豚汁やおでんなども振る舞われ、参
加者は冷えた体を温めていました。

▲竹が燃え、「バチン、バチン」とはじける音が会場に響く

家々訪ね招福の舞い
浜田獅子舞

▲今年１年の無病息災を願う

１月１日、浜田地区で新春恒例の獅子舞が行われま

した。この日は地区内の有志でつくる浜田獅子舞愛好

会の会員20人が３班に分かれ、地区内約250世帯を

巡回しました。

獅子は各家々の玄関先で１年の無病息災を願って招

福の舞いを披露しました。また、獅子に頭を噛まれる

と頭が良くなり、病気をしないという言い伝えがある

ことから、頭を噛んでもらおうと積極的に頭を差し出

す姿も見られました。

まちの話題 まちの話題 

１月11日、役場で町交通指導隊観閲式が行われま

した。はじめに、隊員18人を前に佐藤町長が観閲と

訓辞を行い「今年も交通事故のない安全なまちづくり

を目指してお互いにがんばりましょう」と激励しま

した。

また、年頭のあいさつで大山操隊長が「昨年は町か

ら交通事故による犠牲者が３名でてしまい残念な結果

となった。今年は町民を事故から一人でも守るため、

みなさんのご協力を得てがんばっていきたい」と今年

１年の事故防止に尽力することを誓いました。

県内外の中学生がバスケを通して交流
北緯40度中学校バスケットボール交流大会

▲女子の部で優勝した八竜中女子チーム

１月６日、７日の２日間、第14回北緯40度中学校
バスケットボール交流大会が琴丘総合体育館、山本体
育館を会場に開催されました。この大会は、北緯40
度線上に位置する秋田・岩手両県の市町村の中学生が
バスケを通して交流を図ることを目的に開催されてお
り、今年は三種町誕生記念・秋田わか杉国体バスケッ
トボール競技開催記念を兼ねての開催となりました。
大会では県内外の中学校男女各12チームで熱戦が

繰り広げられ、三種勢は女子の部で八竜が優勝、男子
の部で八竜が３位になりました。

今年１年の無事故を目指して
交通指導隊観閲式

▲佐藤町長の観閲を受ける隊員
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カルタ取りに熱中！
上岩川小雪中ジャンボカルタ大会

１月21日、第26回上岩川小学校雪中ジャンボカル

タ大会が同校のグラウンドで開催されました。

大会で使用するジャンボカルタ（44枚）は、房住

山や扇滝など上岩川地区にまつわるものが描かれた手

作りのものです。

当日は、真冬とは思えない好天の中、児童と保護者

が３チームに分かれてカルタ取り合戦を繰り広げ、札

が読み上げられると雪上のカルタめがけて走り、飛び

込んで札を取るなど、元気いっぱいにカルタ遊びを楽

しんでいました。

▲カルタめがけてジャンプ！

▲もてなしの後、園児もお茶を一服

新春の腕試し
新春全町囲碁大会

▲碁盤をはさんでの真剣勝負

湖北小・浜口小の児童に
楽しい演奏と物語の読み聞かせ

１月22日、湖北小学校と浜口小学校で歌と物語の

読み聞かせが行われました。歌とギター演奏を披露し

た蟹江共春さんは、名古屋市出身の秋田大学生で、医

学の道を目指しながら、歌の活動を行っている方です。

物語を読み聞かせしたのは八竜地域を中心に様々な教

育活動を行っている岩谷作一さん（芦崎）です。二人

の息のあった演奏と読み聞かせ、蟹江さん自ら作詞作

曲した曲の演奏、みんなでの合唱など、児童は楽しい

ひとときを過ごしました。

まちの話題 まちの話題 

▲ギター演奏と読み聞かせのすばらしい共演

１月14日、八竜ふれあいセンターで新春全町囲碁
大会が行われ、町内の囲碁愛好者20人が囲碁の腕前
を競い合いました。
参加者は、新春の和やかな雰囲気の中、碁石を置く
音を響かせながら、真剣勝負を繰り広げていました。
対局は全部で５回行われ、総合得点の結果、順位は次
のとおりになりました。
①浅野　満（四段）、②田村瑞穂（六段）、③藤井恵一
（四段）（表彰は10位まで、上位３人を掲載）

八竜幼稚園児がお茶のおもてなし
新春おもてなし茶会
１月15日、八竜幼稚園隣の成川宅「茶室」で、同

園児による新春おもてなし茶会が開かれました。

同園では年長児を対象にお茶の作法を教えており、

この日は年長児８人が、保護者や町関係者など出席者

20人にけいこの成果を披露しました。

園児は茶碗を両手でしっかりと持って静かにお茶を

運び「どうぞおあがりください」とお茶を振る舞いま

した。出席者は園児の行儀の良いおもてなしに感心し

た様子で、笑顔でお茶をいただいていました。



障害を克服し社会に貢献 

金子義償さんが「桜内賞」受賞 優秀賞・優良賞など６人が受賞 
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三種町教育委員会 

生涯学習通信 生涯学習通信 ２月号 

せせらぎ 

心を込めて書いた力作を披露

三種町新年書き初め大会が１月10日、山本公民館の

講堂を会場に開かれ、町内から集まった小中学生や一般

の参加者は、今年一年の書道上達を願い、書き初めに挑

戦しました。

今年は、合併後初めての開催ということで、町内３地

域の小学３年生から一般の方々まで41人が参加、新年

にちなんだ「お正月」や「天下の春」など与えられた課

題に一筆一筆心を込めて丁寧に書き上げていました。

この大会の作品は、町内３公民館を巡回して１月いっ

ぱい展示されました。

なお、入賞は次のとおりです。

【小学３年】

〈金賞〉三浦怜奈（浜口小）

〈銀賞〉三浦　茜（森岳小）梅田奈々子（浜口小）

〈銅賞〉千葉暁登（森岳小）牧野杏莉（浜口小）

【小学４年】

〈金賞〉板倉向日葵（下岩川小）〈銀賞〉今野宣香（湖北小）

〈銅賞〉加賀谷恵梨（浜口小）

初めての全町合同開催

新年書き初め大会

三種町出身で秋田市在住

の洋画家、金子義償さん

（66歳）が、１月８日に障

害を克服して社会に貢献し

た人をたたえる「桜内賞」

を受賞されました。

金子さんは、旧八竜町大

口生まれで３歳の時に病気

で聴覚を失い、東京教育大

（現筑波大）附属ろう学校

美術専攻科で学び、19歳で日展に初入選したのを

含め24回入選。平成９年には特選を受賞。現在は

日展会友、日洋会委員、県芸術選奨受賞者。昨年末

に三種町に自作品「水の郷」100号を寄贈。

第52回青少年読書感想文全国コンクールの県審

査会が行われ、三種町からは優秀賞に１人、優良賞

に５人が選ばれました。

このコンクールは、小学校低学年・中学年・高学

年、中学校の４部門に分けて作品を募集したもので

あらかじめ指定された図書を取り上げる「課題図書」

とジャンルを問わない「自由図書」の２分野で審査

が行われました。入賞者は次のとおり。

【優秀賞】田村　果穂（鹿渡小６年）

【優良賞】伊藤　明星（森岳小３年）

柴田　奈実（鹿渡小６年）

古関絵梨花（鹿渡小６年）

島田　　翠（山本中１年）

岡崎恵美理（山本中３年）

金子　義償さん

【小学５年】

〈金賞〉芦崎瑞希（鹿渡小）〈銀賞〉加藤　匡（森岳小）

【小学６年】

〈金賞〉田中都萌（鯉川小）〈銀賞〉嶋田愛佑美（森岳小）

〈銅賞〉北林南美（下岩川小）

【中学１年】

〈銀賞〉杉沢麻美（八竜中）

【中学２年】

〈金賞〉千葉彩加（山本中）

【中学３年】

〈金賞〉三浦香佳（山本中）〈金賞〉渡辺千笑（山本中）



房住山三十三観音について講演 小・中学校の卒業式・入学式 小・中学校の卒業式・入学式 

全県ミニバスケット交歓大会 
金岡（女子）と琴丘（男子）が善戦 
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石井漠（本名忠純）は、明
治19年に下岩川長面に生まれ
ました。幼い頃どもりで、み
んなにからかわれて学校をさ
ぼったりしていたそうです。
秋田中学（今の秋田高校）

へ入学し、ショパンに憧れま
したが、ストライキに参加し

て退学、小坂鉱山に就職したが音楽や文学の夢を
追って上京、帝国劇場のバイオリン研究生を経て、
歌劇部一期生としてオペラの世界に入りました。
そこで、イタリアのオペラ指導者ローシーと出
会い指導を受ける。その後帝劇を去り、作曲家の
山田耕筰や演出家小山内薫の協力を得て浅草オペ
ラを旗揚げし、当時の浅草を熱狂させました。そ
して全国を巡業し、人気も絶好調の時、肺の病気
で入退院を繰り返す中で自分を見つめ直すため、
石井小浪とヨーロッパへ行くことを決意しまし
た。37歳でした。
ヨーロッパへ渡り不安の毎日でしたが、留学し
ていた親友の成田為三らの紹介であちこちで公演
され絶賛を浴び、その後アメリカや中国、朝鮮に
も渡り、世界の舞踊家として認められました。

世界的舞踊家・石井漠

～三種町の歴史と文化～ ⑧

※会場は各学校
【卒業式】

３月９日（金） 午前10時 中学校全部

３月15日（木） 午前10時 下岩川小・森岳小・

金岡小・湖北小

３月16日（金） 午前10時 鹿渡小・鯉川小・

上岩川小・浜口小

【入学式】

４月６日（金） 午前10時　　　小学校全部

４月６日（金） 午後１時30分　中学校全部

琴丘地区文化財保護協会の講演会が１月16日に

琴丘公民館で行われ、当協会会長の床田昭治さんが

「房住山物語について」と題した講演を行い、会員

ら25人が熱心に聞き入っていました。

講演では、三十三観音についてお話され、すべて

が文久元年に建立さてたもので、建立者の子孫をた

どった調査結果を報告されたほか、これまで番外と

されていた観音は８体とされていたが昨年もう１体

見つかり９体となり、さらに10体目もあるのでは

ないかと現在調べていることを紹介されました。

第35回秋田県ミニバスケットボール交歓大会が１月

４日から秋田市立体育館で行われ、男子の「琴丘スポー

ツクラブJr」（鯉川小、上岩川小合同）と、女子の「金

岡」（金岡小）が出場しました。琴丘は、今大会男子の

優勝を飾った強豪「秋大附属」（秋田市）と初戦で対決、

後半は優位に戦ったものの前半の得点差がひびき惜しく

も初戦で涙を飲みました。

一方女子の金岡は、初戦の２回戦で「前田」（北秋田

市）を接戦の末破り３回戦に進出、ベスト８入りをかけ

て「大潟」（南秋田郡）と戦いましたが惜しくも敗退し

ました。

なお、県バスケットボール協会は、１月４日に今年度

の優秀選手80人を発表。三種町から３人が選ばれまし

た。

【男子】近藤　卓也（琴丘ＳＣＪ）

【女子】内藤　李奈（金岡小）、工藤　千奈（鹿渡小）

◇男子１回戦 琴丘SCJ 41 －　54 秋大附

◇女子２回戦 金　岡 44 －　40 前　田

◇女子３回戦 金　岡 32 －　47 大　潟

石井　漠

金岡対前田戦 琴丘ＳＣＪ対秋大附戦
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I NFORMATION  

人権相談所開設のお知らせ

車座会議
傍聴者募集のお知らせ

テーマ 子どもたちを守り育む医療・教育とは

日　時 2 月11日（日） 13:00～17:00

場　所 鷹巣阿仁広域交流センター（北秋田市）

日　程 13:00～14:00
講演「不登校の精神医学」
14:15～16:30
シンポジウム「いまの若者たちをいか
に支援していけるか」

◆問い合わせ先　長信田の森心療クリニック
TEL 0185－72－4133

地域づくりを住民と行政がともに考える「車座会議」
の傍聴者を募集します。
車座会議は、ボランティアグループ等と行政がお互
いの役割分担を話し合いながら、自分たちの住む地域
づくりを考える契機にしてもらおうと秋田県が主催し
ているもので、地域の課題や問題点、その解決策をテ
ーマに、意見交換を行うものです。
みなさん気軽に傍聴にお越しください。

日　　時 2月 8日（木） 13:30～

会　　場 八竜農村環境改善センター

◆問い合わせ先　まちづくり課企画振興係

TEL 0185－85－4818

長信田シンポジウムのお知らせ

試　　験　　日 平成19年 4月予定

講習会受付期間　 2 月13日（火）～
定員になり次第、締切

※申込書は三種消防署に準備しています。

講習会日程及び会場

【乙種第４類】

○準備講習会

・日程及び会場

3 月 1 日（木）～ 2 日（金）大館市中央公民館
3 月 8 日（木）～ 9 日（金）大曲仙北広域交流センター
3 月15日（木）～16日（金）秋田市文化会館
・受講時間 9:00～17:00
・受 講 料 14,700円（会員・学生9,450円）
○直前講習会

・日　　時　4 月15日（日）9:30～16:00
・会　　場 秋田市文化会館
・受 講 料 8,400円

【丙　種】

○準備講習会

・日　　時 3 月18日（日）9:00～16:00
・会　　場 秋田市文化会館
・受 講 料 9,450円
※受講資格の有無はありません。年齢問わずどなたで
も受講できます。

◆申し込み・問い合わせ先

三種消防署　 TEL 0185－85－3100

次の日程により相談所を開設します。次のような困
りごとや悩みを抱えている方はお気軽にご相談くださ
い。相談は無料で秘密は守ります。
・近隣との争いごと、名誉や信用を傷つけられたとき、
押しつけやいやがらせ、結婚や就職時の不当な差別
など

・2月 2 日（金）10:00～15:00パレス琴丘
・2月14日（水）10:00～15:00八竜ふれあいセンター
・2月23日（金）10:00～15:00山本公民館

人権擁護委員

○八竜地域 工　藤　茂　尚　TEL 0185－85－2250
見　上　雅　子　TEL 0185－85－4670
宮　田　紘　孝　TEL 0185－85－2862

○琴丘地域 岩　城　紘　一　TEL 0185－88－2431
篠　田　健　三　TEL 0185－87－2866
小　玉 子　TEL 0185－87－2740

○山本地域 藤　嶋　寛　靜　TEL 0185－83－2237
藤　田　牧　子　TEL 0185－83－4360
板倉 孝子（新任）TEL 0185－84－2510

◇平成19年１月１日付で、法務大臣より次の方が人
権擁護委員に委嘱されました。

板　倉　孝　子氏　下岩川字宮の目44

乙種第4類及び丙種危険物取扱
者試験準備講習会のお知らせ
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国民健康保険税6期 

お忘れなく
！ ２ 月28日は、 

の納期限です。 

◎平成18年度災害復旧事業木ノ岱地区12－
101号工事
（有）三勝建機　4,788,000円

Ｈ18.12／29～3／20

◎平成18年度災害復旧事業駒ヶ崎地区12－
103号工事
（有）神馬商事　3,360,000円

Ｈ18.12／29～3／20

◎河川災害復旧工事18災290号
（有）神馬商事　2,310,000円

Ｈ18.12／29～2／28

◎河川災害復旧工事18災291号
嶋工産業（有） 4,084,500円

Ｈ18.12／29～2／28

◎河川災害復旧工事18災292号
嶋工産業（有） 3,465,000円

Ｈ18.12／29～2／28

◎河川災害復旧工事18災293号
㈱フジ通商三種支店　2,042,250円

Ｈ18.12／29～2／28

◎河川災害復旧工事18災294号
㈱フジ通商三種支店　1,239,000円

Ｈ18.12／29～2／28

◎河川災害復旧工事18災295号
（有）神馬商事　3,045,000円

Ｈ18.12／29～2／28

◎浜口小学校昇降口サッシ改修工事
畠山住建　997,500円　　 1／24～3／31

◎平成18年度むらづくり交付金事業地域農業
活動拠点施設第01202号工事
大信太工業㈱　18,375,000円

1／17～3／28

◎平成18年度むらづくり交付金事業集落排水
路第01208号工事
成田建設㈱ 14,796,600円 1／17～3／20

◎平成18年度農村総合整備事業種沢線第
01602号工事
嶋工建設工業㈱　8,610,000円

1／17～3／20

町の工事契約状況（工事名及び契約額、工期）

12月中 Ｈ18年計

酒酔い件数 ０件 １件

酒気帯び件数 １件 1１件

飲酒事故（負傷）件数 ０件 ２件

飲酒事故（死亡）件数 ０件 ２件

交通死亡事故件数 ０件 １件

全県市町村順位（25市町村中） 23位（→０）

飲酒運転等の状況

予備自衛官補とは、自衛官未経験者を試験により採
用し、所定の教育訓練を履修後に予備自衛官として任
用する制度です。

採用年齢 〈一般公募〉18歳以上34歳未満
〈技能公募〉18歳以上で保有する技能
により53歳～55歳未満

受付締切 4 月 9 日（月）

試 験 日 4 月14日（土）～16日（月）の１日

会　　場 自衛隊秋田駐屯地（秋田市）他

試験内容 筆記試験、身体検査など

合格発表 5 月23日（水）

◆願書請求・問い合わせ先

自衛隊秋田地方協力本部　能代地域事務所

TEL 0185－52－0768

三種町スポーツ少年団
総合交歓大会のお知らせ

予備自衛官補募集のお知らせ

期　　日 2 月11日（日）

会　　場 琴丘総合体育館

日　　程

第１部 9:00～開会行事
9:20～スポーツ交流会
・あなたの体力は～体力テスト会～
・友情の輪をスポーツで～スポーツゲーム～

第２部 12:00～開会式
12:15～ミニバスケットボール交流会
・町内チームによるミニゲーム

◆問い合わせ先

教育委員会スポーツ係　TEL 0185－87－2222



行　　　　　　　事　　　　　　　名 曜日 日 

わくわくひろば「制作遊び」 （9:30～琴丘中央すこやか館） 木 1 

人権特設相談日 （10:00～15:00パレス琴丘） 、 浜口保育園開放日 
メロンキッズひろば「豆まき」 （10:00～浜口保育園） 
ドラえもん広場「豆まき」 （9:30～金岡保育園） 

金 2 

土 3 

日 4 

３歳児健診（八竜改善センター） 月 5 

火 6 

メロンキッズひろば 「井戸端会議」 （10:00～八竜改善センター） 水 7 

車座会議（13:30～八竜改善センター） 
１歳６カ月児健診（山本保健センター） 、鵜川保育園開放日 
わくわくひろば「楽しく遊ぼう」 （9:30～パレス琴丘） 
ドラえもん広場「育児講座」 （9:30～森岳保育園） 

木 8 

金 9 
土 10 
建国記念の日 
三種町スポーツ少年団総合交歓大会（9:00～琴丘総合体育館） 日 11 

振替休日 月 12 

１歳６カ月児健診（ひまわりセンター） 火 13 
人権特設相談日（10:00～15:00八竜ふれあいセンター） 
メロンキッズひろば 「おひなさまを作ろう」 （10:00～八竜改善センター） 水 14 

乳児健診（山本保健センター） 、琴丘保育園開放日 
ドラえもん広場 「おひな様を作ってみよう」 （9:30～山本保健センター） 木 15 

愛育会保育園開放日 金 16 
三種町ふるさと回帰（Ｕターン）相談会（10:30～東京都アルカディ ア市ヶ谷） 土 17 

日 18 
月 19 
火 20 
乳児健診（八竜改善センター） 水 21 
乳児健診（ひまわりセンター） 
三地区なかよし交流会「お店屋さんごっこ」 （9:30～下岩川保育園） 木 22 

人権特設相談日 （10:00～15:00山本公民館） 、 八竜幼稚園開放日 金 23 
土 24 
日 25 
月 26 
火 27 

１歳６カ月児健診（八竜改善センター） 
国保税６期納期限 水 28 

町の人口と世帯数 
●人　口 20,907人   （－18） 

　【男】 9,815人   （－19） 

　【女】 11,092人   （+　1）  

●世帯数 6,906戸   （－ 3） 
※平成18年12月末現在（  ）内は前月比 主な行事  

２月 
主な行事  
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今年はみなさんにとってどん
な年でしょうか？　受験生や社
会人になる方、結婚や出産を控
えた方、退職を迎える方等々、
それぞれに新たな希望があるこ
とと思います。一方、三種町の
今年は？　というと合併 2年目

に突入です。しっかりと地に足
をつけた行政運営が求められま
す。さらに今年は国体の年。本
町では、成年男子・少年女子バ
スケが開催されます。町民一丸
となって、ぜひとも国体を成功
に導きましょう！　　 （宇）
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